
留意事項 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて 

 

標記の件について、現在、本広域連合では、令和２年２月 18 日付け及び令和２年４月

７日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合、認定有効期間を 12 ヶ月延長する取

扱いを実施しているところです。 

  しかしながら、認定調査等により被保険者の心身の状況を勘案して適切に行うことが重

要であり、臨時的な取扱いを適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等

を適正に把握・評価することができない事態が懸念されております。 

 つきましては、令和４年 10月 14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、

本広域連合における要介護認定の取扱いは、下記のとおりとします。 

 

記 

  

要介護認定の臨時的な取扱いは、認定有効期間満了日が令和５年３月 31 日までの被保

険者を以って終了します。 

令和５年４月 1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり

更新認定（認定調査等が必要）を実施します。 

 

また、令和４年 10 月 14 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡には、「ただし、

各市町村の判断により、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までに有効期間満了日

を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えありません。」と

示されているため、本広域連合では、令和５年４月 1 日から令和６年３月 31 日までに有

効期間満了日を迎える被保険者については、介護保険施設や病院等において入所者等との

面会を禁止する等の措置が取られ、かつ長期間に渡り、面会禁止の解除の見通しが立って

いない場合、例外的に要介護認定の臨時的な取扱いを適用し、現在の要介護度で認定有効

期間を 12ヶ月延長します。 

なお、本取扱いは、国、府からの通知または今後の状況により変更となる場合がありま

すので、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 



申請方法 

下記に該当する方は、「留意事項」をご確認のうえ、更新申請時にあわせて、申出書を

提出してください。 

 

●認定有効期間満了日が令和５年４月１日から令和６年３月 31日までの被保険者 

・介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等の措置が取られ、かつ 

長期間に渡り、面会禁止の解除の見通しが立っていない場合 

 

●申出書（本広域連合ホームページ「申請書ダウンロード」よりダウンロードできます。） 

・臨時的な取扱いによる要介護・要支援認有効期間延長の申出書 (認定有効期間満了 

日が令和５年４月１日から令和６年３月 31日までの被保険者用) 

 

【注意】 

１ 面会禁止等措置について、介護保険施設、病院等に確認することがあります。 

面会禁止等措置が取られていないと判明した場合、通常の更新認定の実施となり、 

認定調査の日程調整を行います。 

２ 「新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため」「流行しているため」「感染する 

かもわからない」「不安である」という理由では、臨時的な取扱いの適用となりません。 

 

 


